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菊川市の元気・魅力を発信する情報誌
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特集	 考えませんか？空き家の管理と利活用
Topic	〜みんなでつくろう健康・元気に暮らせるまち		きくがわ〜

早着替え
かっこいい！



　空
き
家
問
題
の
発
生
原
因
の
多

く
は
、相
続
を
起
因
と
し
て
い
ま
す
。

高
齢
の
親
が
亡
く
な
る
、ま
た
は
施

設
入
所
等
に
よ
り
居
住
者
が
い
な

く
な
り
、解
体
や
売
却
が
さ
れ
な
い

ま
ま
相
続
に
よ
り
所
有
権
を
取
得

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　適
切
な
相
続
手
続
き
が
何
代
に

も
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、問

題
が
発
生
し
た
時
点
で
数
十
人
に

も
上
る
法
定
相
続
人
が
存
在
し
、

対
処
が
困
難
に
な
る
事
例
も
存
在

し
ま
す
。行
政
が
所
有
者
を
調
査

し
、管
理
を
求
め
る
通
知
を
受
け

取
っ
て
初
め
て
、空
き
家
の
存
在
や

相
続
人
だ
と
知
る
こ
と
も
珍
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　空
き
家
問
題
は
、今
は
関
係
な
い

と
思
っ
て
い
て
も
、い
ず
れ
誰
に
で
も

起
こ
り
得
る
問
題
で
あ
り
、他
人

事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　放
置
さ
れ
た
空
き
家
が
原
因

に
よ
り
、人
や
物
を
傷
つ
け
た
場

合
、損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。現
に
空
き
家
を

所
有
し
て
い
る
人
や
、今
後
空
き

家
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
建
物

を
所
有
し
て
い
る
人
は
、こ
の
よ

う
な
事
故
を
防
ぐ
た
め
、早
め
の

対
策
が
必
要
で
す
。

 

適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
き

家
に
つ
い
て
、相
談
や
通
報
が
あ
っ
た

場
合
、「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法
」に
基
づ
き
所
有

者
を
調
査
し
、改
善
を
求
め
る
指
導

を
行
い
ま
す
。指
導
後
も
改
善
が
見

ら
れ
な
か
っ
た
り
、状
態
の
悪
化
が

見
ら
れ
た
り
し
た
場
合
、「
管
理
不

全
空
家
等
」や「
特
定
空
家
等
」に

認
定
し
、再
度
指
導
を
行
い
ま
す
。

そ
の
後
も
改
善
さ
れ
な
い
場
合
は

「
勧
告
」を
発
す
る
こ
と
が
あ
り
、勧

告
を
受
け
た
場
合
、固
定
資
産
税

等
を
減
免
す
る
特
例
措
置
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。最
も
状
態
が

深
刻
な
特
定
空
家
等
に
認
定
さ
れ

る
と
、助
言
ま
た
は
指
導
、勧
告
、命

令
と
段
階
的
に
強
い
指
示
を
受
け
、

そ
れ
で
も
改
善
し
な
い
場
合
や
周
辺

に
危
険
が
お
よ
ぶ
場
合
は「
行
政
代

執
行
」が
実
施
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。こ
れ
は
市
が
解
体
手
続
き
を

進
め
る
も
の
で
、作
業
に
か
か
っ
た

す
べ
て
の
費
用
が
所
有
者
に
請
求
さ

れ
ま
す
。ま
た
、請
求
し
た
費
用
を

支
払
わ
な
い
場
合
は
国
税
滞
納
処

分
の
例
に
よ
り
、財
産
の
差
し
押
さ

え
を
行
い
ま
す
。

ま
さ
か
自
分
が
所
有
者
に

危
険
な
空
き
家
に
は

増
え
続
け
る
空
き
家

〈空家等の状態〉

空家等
概ね1年以上住んでいない建物、それに附属する
工作物、敷地のことをいいます。

管理不全空家等
適切な管理が行われておらず、
そのまま放置すれば特定空家等になる恐れがある
空家等のことをいいます。

特定空家等
そのまま放置されれば
❶倒壊等の危険性がある
❷衛生上有害となる恐れがある
❸景観を著しく損なう
❹その他生活環境の保全に重大な影響を及ぼす
上記いずれかの状態にある空家等のことを
いいます。

改善されない又は不十分、状態悪化

適切な管理を求める指導

管理不全空家等の認定・指導

勧告

特定空家等の認定及び指導・助言

勧告

命令

代執行

改善されない又は不十分、状態悪化

改善されない又は不十分、状態悪化

改善されない又は不十分、状態悪化

改善されない又は不十分、状態悪化

改善されない又は不十分、状態悪化

【良】

【悪】

　令
和
５
年
に
総
務
省
が
実
施
し

た
、『
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
』の
速

報
値
に
よ
る
と
、全
国
の
空
き
家
数

は
お
よ
そ
９
０
０
万
戸
と
過
去
最

多
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
う
ち
、賃

貸
や
売
却
の
目
的
に
な
っ
て
い
な
い

空
き
家
は
お
よ
そ
３
８
５
万
戸
で
、

前
回
調
査
時（
平
成
30
年
度
）か
ら

・空き家の現地調査を実施しています
　7月から11月まで、市では空き家の所在地や数、
状態について全数把握を行っています。調査は公
道から目視で行い、私有地に立ち入ることはありま
せん。ご理解、ご協力お願いします。

まるっと無料　

※状態が著しく悪化した場合、直ちに特定空家等に認定する場合があります。

特集
考えませんか？
空き家の管理と利活用
家

都市計画課住宅建築係（☎35-0957）問い合わせ

お
よ
そ
37
万
戸
増
加
し
て
い
ま
す
。

　市
で
は
、平
成
30
年
に
実
施
し
た

調
査
に
よ
り
、９
９
０
件
の
空
き
家

を
確
認
し
て
い
ま
す
。今
年
の
秋
頃

に
令
和
５
年
の
確
定
値
が
発
表
さ

れ
る
予
定
で
す
が
、少
子
高
齢
化
に

よ
る
人
口
減
少
な
ど
に
伴
い
、空
き

家
の
総
数
は
さ
ら
に
増
加
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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■
第１回　
第２回　
■

司
法
書
士
に
聞
く

　相
続
登
記

　沖
野 

裕
一
郎 

さ
ん

　空
き
家
問
題
が
深
刻
化
す
る
中
、令
和
６
年

４
月
か
ら
家
や
土
地
を
相
続
す
る
際
、所
有

者
は
相
続
不
動
産
の
名
義
変
更
い
わ
ゆ
る

「
相
続
登
記
」が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。相

続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
不
動
産
を
知
っ
た
日
か

ら
３
年
以
内
に
登
記
し
な
か
っ
た
場
合
、正
当

な
理
由
が
な
け
れ
ば
、１０
万
円
以
下
の
過
料
が

科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
て
以
降
、相
談
の

数
も
増
え
て
お
り
、皆
さ
ん
の
意
識
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

　住
む
人
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
で
は
、相
続

人
同
士
で
の
話
し
合
い
に
時
間
が
掛
か
っ
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
す
。そ
う
な
っ
て

し
ま
う
と
、家
の
状
態
も
悪
く
な
っ
て
し
ま
い
、

管
理
上
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。管
理
で
き

な
く
な
っ
た
空
き
家
は
、劣
化
が
激
し
く
な
り
、

誰
か
に
貸
し
た
り
、売
買
す
る
こ
と
も
難
し
く

な
り
ま
す
。さ
ら
に
は
、近
隣
の
人
の
迷
惑
と

な
る
ほ
か
、治
安
の
悪
化
に
も
つ
な
が
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　司
法
書
士
会
で
は
、毎
月
月
末
の
水
曜
日
に

無
料
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。す
で
に
空

き
家
で
お
困
り
の
人
は
、ま
ず
は
専
門
家
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

住
ん
で
い
る
と
き
か
ら
相
談
を

相
続
登
記
が
義
務
化

空
き
家
の
相
談
は
早
め
に
！

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

空
き
家
の
利
活
用
事
例

ま
ず
は
空
き
家
相
談
会
へ

司法書士無料相談会

宅
地
建
物
取
引
士
に
聞
く

　白
畑 

達
徳 

代
表
取
締
役 

　将
来
的
に
空
き
家
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
場

合
、事
前
に
家
族（
親
子
）で
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を

話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。実
際
、事
前
に
相

談
に
来
ら
れ
る
人
も
い
ま
す
。そ
の
場
合
は
、順

序
だ
て
て
考
え
て
い
け
る
の
で
、こ
ち
ら
か
ら
も

将
来
に
向
け
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
ま
す
。

　空
き
家
は
、賃
貸
や
売
買
と
いっ
た
利
活
用
も

考
え
ら
れ
ま
す
。し
か
し
、貸
し
た
い
と
思
って
も
、

す
ぐ
に
貸
せ
る
物
件
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
住
む
た
め
に
は
ま
ず
は
家
族
の
残
し
た
荷

物
の
撤
去
、リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
が
掛
か
る
ほ
か
、長

期
的
な
管
理
費
用
も
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。テ
レ
ビ
で
よ
く
紹
介
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
、自
分
で
Ｄ
Ｉ
Ｙ
が
で
き
る
人
な
ら
い

い
で
す
が
、大
半
の
人
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

空
き
家
は
す
ぐ
に
は
貸
せ
な
い

ゆ
う

　いち

　ろう

た
つ

　のり

■菊川市空き家バンクへの登録をお願いします

■開催日時・場所

　菊川市空き家バンクは、不動産関係事業者を通じて市へ提供された空き家の情報を登録・公開することによって物件の
有効活用を図り、市への移住・定住や地域の活性化を促進するための制度です。空き家バンクに登録された物件の情報
は、市が移住希望者などの空き家を必要とする人へ提供し、活用を図ります。
　空き家の利活用を検討中の人は、ぜひ、空き家バンク制度を利用ください。
※空き家バンクへの登録申請は、不動産事業者が行います。申請をする場合は、
　市長公室営業戦略係（☎35-0924）、またはお近くの不動産事業者に相談ください。
※空き家バンクの詳細は、市ホームページ（右記）をご覧ください。

実
効
性
あ
る

空
き
家
対
策
の
推
進
に
む
け
て

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、空
き
家
に
な
る
前
に
ど

う
す
る
の
か
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　空
き
家
の
利
活
用
の
事
例
と
し
て
、東
富

田
地
内
、火
剣
山
の
麓
に
体
験
型
貸
別
荘

「
緑
庵
」が
あ
り
ま
す
。こ
の
物
件
は
、元
々
セ
カ

ン
ド
ハ
ウ
ス
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、所

有
者
が
亡
く
な
り
、家
族
も
使
わ
な
い
こ
と
か

ら
売
却
の
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。建
物
の
内
装

な
ど
が
魅
力
的
で
あ
っ
た
た
め
、弊
社
が
買
取
り
、

現
在
で
は
宿
泊
施
設
と
し
て
運
営
を
し
て
い

ま
す
。す
べ
て
の
物
件
が
こ
の
よ
う
に
利
活
用
で

き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、相
談
し
て
い
た

だ
く
こ
と
で
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、解
決
の

糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　市
で
は
、定
期
的
に「
空
き
家
相
談
会
」が
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。相

談
会
に
は
宅
地
建
物
取

引
士
、司
法
書
士
、建
築

士
が
お
り
、空
き
家
の

売
買
、相
続
問
題
や
登

記
の
方
法
、リ
フ
ォ
ー
ム

な
ど
の
相
談
が
で
き
ま

す
。ま
ず
は
、気
軽
に
相

談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　「空き家を売却したい」、「相続関係が複雑すぎて空き家を処分できない」、
「空き家をリフォームして活用することはできるだろうか」など、空き家に関す
るさまざまな悩みや困りごとに専門家が対応します。空き家のことで頭を抱
える前に、まずは気軽に相談してみませんか。

第１回

第 2 回

 ８月３日（土）プラザきくる１階　
 町部地区センターオープン会議室
 令和７年２月１日（土）小笠支所会議室棟
※11月中旬ごろ、県と共催で「空き家ワンストップ相談会」
　を開催予定です。詳細は、後日お知らせします。

■対象者
菊川市内にある空き家が、次のいずれかに当てはまる人
　①空き家を現在、所有又は管理している人
　②空き家の法定相続人の人
　③将来、①または②にあてはまる可能性がある人

■予約方法
第１回
第 2 回
 ７月18日（木）～26日（金）の間に電話で申し込み
 決まり次第、SNSなどでお知らせします。
※第１回の予約期間に、第２回の予約を取ることはできません。

■その他
①相談時間は１件あたり30分です。
②当日は相談内容に関する資料（登記簿や相続関係図
など）をお持ちの人は、用意をお願いします。なくても相
談は可能です。

   毎月第４水曜日
 （12月は第３水曜）  
 午後３時～５時
 市役所東館 プラザきくる
  対面による個別相談
 （１組30分間）
   毎月１日（土日・祝の場合は翌開庁日）
 午前８時15分～ 
 問い合わせ先に電話、または
 窓口で予約
   地域支援課（プラザきくる内 ☎35-0925）

   

開 催 日 時

相 談 会 場
相 談 方 法

予 約 受 付

問い合わせ

萩田 高秀 建設経済部参事 兼
都市計画課長

ろ
く
あ
ん

まるっと無料　
きくがわ空き家相談会

たかひで

都市計画課住宅建築係（☎35-0957）問い合わせ

©菊川市
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宅
地
建
物
取
引
士

計
画
の
見
直
し
に
着
手
し
ま
す

　

　令
和
５
年
12
月
に
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
が
改
正
さ
れ
、管
理
さ
れ
て
い
な
い
危
険

な
状
態
の
空
き
家
に
対
す
る
さ
ら
な
る
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　市
の
空
家
等
対
策
の
根
幹
で
あ
る「
菊
川
市
空
家

等
対
策
計
画
」を
改
定
し
、法
改
正
に
よ
り
新
た
に
定

義
さ
れ
た
管
理
不
全
空
家
等
へ
の
対
応
や
特
定
空
家

等
に
対
す
る
手
続
き
な
ど
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。引
き

続
き
、適
切
な
維
持
管
理
の
指
導
を
行
って
い
き
ま
す
。

相
談
機
会
の
積
極
的
な
活
用
を

お
願
い
し
ま
す

　

　空
き
家
に
関
す
る
悩
み
は
専
門
的
か
つ
複
雑
で
、

一
人
で
解
決
す
る
に
は
難
し
い
も
の
ば
か
り
で
す
。

市
で
は
空
き
家
に
関
す
る
相
談
会
の
開
催
に
加
え
、

今
後
は
民
間
事
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
利
活
用
の
拡

大
も
視
野
に
入
れ
、空
き
家
の
発
生
予
防
に
も
努
め

て
い
き
ま
す
。

　空
き
家
の
困
り
ご
と
は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
こ

と
で
、特
別
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。空
き
家
問
題

を
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
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■
第１回　
第２回　
■

司
法
書
士
に
聞
く

　相
続
登
記

　沖
野 

裕
一
郎 

さ
ん

　空
き
家
問
題
が
深
刻
化
す
る
中
、令
和
６
年

４
月
か
ら
家
や
土
地
を
相
続
す
る
際
、所
有

者
は
相
続
不
動
産
の
名
義
変
更
い
わ
ゆ
る

「
相
続
登
記
」が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。相

続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
不
動
産
を
知
っ
た
日
か

ら
３
年
以
内
に
登
記
し
な
か
っ
た
場
合
、正
当

な
理
由
が
な
け
れ
ば
、１０
万
円
以
下
の
過
料
が

科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
て
以
降
、相
談
の

数
も
増
え
て
お
り
、皆
さ
ん
の
意
識
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

　住
む
人
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
で
は
、相
続

人
同
士
で
の
話
し
合
い
に
時
間
が
掛
か
っ
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
す
。そ
う
な
っ
て

し
ま
う
と
、家
の
状
態
も
悪
く
な
っ
て
し
ま
い
、

管
理
上
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。管
理
で
き

な
く
な
っ
た
空
き
家
は
、劣
化
が
激
し
く
な
り
、

誰
か
に
貸
し
た
り
、売
買
す
る
こ
と
も
難
し
く

な
り
ま
す
。さ
ら
に
は
、近
隣
の
人
の
迷
惑
と

な
る
ほ
か
、治
安
の
悪
化
に
も
つ
な
が
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　司
法
書
士
会
で
は
、毎
月
月
末
の
水
曜
日
に

無
料
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。す
で
に
空

き
家
で
お
困
り
の
人
は
、ま
ず
は
専
門
家
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

住
ん
で
い
る
と
き
か
ら
相
談
を

相
続
登
記
が
義
務
化

空
き
家
の
相
談
は
早
め
に
！

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

空
き
家
の
利
活
用
事
例

ま
ず
は
空
き
家
相
談
会
へ

司法書士無料相談会

宅
地
建
物
取
引
士
に
聞
く

　白
畑 

達
徳 

代
表
取
締
役 

　将
来
的
に
空
き
家
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
場

合
、事
前
に
家
族（
親
子
）で
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を

話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。実
際
、事
前
に
相

談
に
来
ら
れ
る
人
も
い
ま
す
。そ
の
場
合
は
、順

序
だ
て
て
考
え
て
い
け
る
の
で
、こ
ち
ら
か
ら
も

将
来
に
向
け
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
ま
す
。

　空
き
家
は
、賃
貸
や
売
買
と
いっ
た
利
活
用
も

考
え
ら
れ
ま
す
。し
か
し
、貸
し
た
い
と
思
って
も
、

す
ぐ
に
貸
せ
る
物
件
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
住
む
た
め
に
は
ま
ず
は
家
族
の
残
し
た
荷

物
の
撤
去
、リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
が
掛
か
る
ほ
か
、長

期
的
な
管
理
費
用
も
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。テ
レ
ビ
で
よ
く
紹
介
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
、自
分
で
Ｄ
Ｉ
Ｙ
が
で
き
る
人
な
ら
い

い
で
す
が
、大
半
の
人
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

空
き
家
は
す
ぐ
に
は
貸
せ
な
い

ゆ
う

　いち

　ろう

た
つ

　のり

■菊川市空き家バンクへの登録をお願いします

■開催日時・場所

　菊川市空き家バンクは、不動産関係事業者を通じて市へ提供された空き家の情報を登録・公開することによって物件の
有効活用を図り、市への移住・定住や地域の活性化を促進するための制度です。空き家バンクに登録された物件の情報
は、市が移住希望者などの空き家を必要とする人へ提供し、活用を図ります。
　空き家の利活用を検討中の人は、ぜひ、空き家バンク制度を利用ください。
※空き家バンクへの登録申請は、不動産事業者が行います。申請をする場合は、
　市長公室営業戦略係（☎35-0924）、またはお近くの不動産事業者に相談ください。
※空き家バンクの詳細は、市ホームページ（右記）をご覧ください。
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、空
き
家
に
な
る
前
に
ど

う
す
る
の
か
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　空
き
家
の
利
活
用
の
事
例
と
し
て
、東
富

田
地
内
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剣
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の
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あ
り
ま
す
。こ
の
物
件
は
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が
、所

有
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が
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く
な
り
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族
も
使
わ
な
い
こ
と
か

ら
売
却
の
相
談
が
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り
ま
し
た
。建
物
の
内
装

な
ど
が
魅
力
的
で
あ
っ
た
た
め
、弊
社
が
買
取
り
、

現
在
で
は
宿
泊
施
設
と
し
て
運
営
を
し
て
い

ま
す
。す
べ
て
の
物
件
が
こ
の
よ
う
に
利
活
用
で

き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、相
談
し
て
い
た

だ
く
こ
と
で
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、解
決
の

糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　市
で
は
、定
期
的
に「
空
き
家
相
談
会
」が
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。相

談
会
に
は
宅
地
建
物
取

引
士
、司
法
書
士
、建
築

士
が
お
り
、空
き
家
の

売
買
、相
続
問
題
や
登

記
の
方
法
、リ
フ
ォ
ー
ム

な
ど
の
相
談
が
で
き
ま

す
。ま
ず
は
、気
軽
に
相

談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　「空き家を売却したい」、「相続関係が複雑すぎて空き家を処分できない」、
「空き家をリフォームして活用することはできるだろうか」など、空き家に関す
るさまざまな悩みや困りごとに専門家が対応します。空き家のことで頭を抱
える前に、まずは気軽に相談してみませんか。

第１回

第 2 回

 ８月３日（土）プラザきくる１階　
 町部地区センターオープン会議室
 令和７年２月１日（土）小笠支所会議室棟
※11月中旬ごろ、県と共催で「空き家ワンストップ相談会」
　を開催予定です。詳細は、後日お知らせします。

■対象者
菊川市内にある空き家が、次のいずれかに当てはまる人
　①空き家を現在、所有又は管理している人
　②空き家の法定相続人の人
　③将来、①または②にあてはまる可能性がある人

■予約方法
第１回
第 2 回
 ７月18日（木）～26日（金）の間に電話で申し込み
 決まり次第、SNSなどでお知らせします。
※第１回の予約期間に、第２回の予約を取ることはできません。

■その他
①相談時間は１件あたり30分です。
②当日は相談内容に関する資料（登記簿や相続関係図
など）をお持ちの人は、用意をお願いします。なくても相
談は可能です。

   毎月第４水曜日
 （12月は第３水曜）  
 午後３時～５時
 市役所東館 プラザきくる
  対面による個別相談
 （１組30分間）
   毎月１日（土日・祝の場合は翌開庁日）
 午前８時15分～ 
 問い合わせ先に電話、または
 窓口で予約
   地域支援課（プラザきくる内 ☎35-0925）

   

開 催 日 時

相 談 会 場
相 談 方 法

予 約 受 付

問い合わせ

萩田 高秀 建設経済部参事 兼
都市計画課長

ろ
く
あ
ん

まるっと無料　
きくがわ空き家相談会

たかひで

都市計画課住宅建築係（☎35-0957）問い合わせ
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で
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で
解
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る
に
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も
の
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で
は
空
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に
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会
の
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に
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え
、

今
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は
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間
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と
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に
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、空
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困
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ご
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問
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食育・食生活１運動２

休養・こころ３

目指す姿  ライフスタイルに合った運動習慣を身
につけ、健康な体づくりをしていきます。

市民の取り組み  
○ 運動による生活習慣病、ロコモティブシンド

ローム、フレイルについての知識を深め、予
防に努めます。

○ 通勤、通学時に歩くなど日常生活の中で意識
的に体を動かします。

地域・職場・学校の取り組み  
○ ライフステージに応じた運動習慣を身につけ

るための啓発活動を行っていきます。
○ 意識的にからだを動かし、スポーツに親しむ

場や機会をつくります。

目指す姿  十分な睡眠や休養、自分に合ったストレス解消法を持ち、地域で支え合えるまちをつくります。
市民の取り組み  

○規則正しい生活を送り、十分な睡眠と休養をとることに努めます。
○自分に合ったストレスの解消法を持つとともに、ワーク・ライフ・バランスに取り組みます。
○人や地域とのつながりを大切にし、身近な人とのコミュニケーションを大切にします。
○心配事を相談できる相手を持ち、必要により専門機関に相談します。

地域・職場・学校の取り組み  
○こころの健康づくり、睡眠に関する正しい知識について学ぶ機会を提供します。
○こころの不調のサインに周囲が早く気づき、支援できるよう働きかけます。

〜みんなでつくろう
　健康・元気に暮らせるまち きくがわ〜

菊川すこやかプランを策定しました
　「人生100年時代」といわれる今、いつまでも健康で心豊かに暮らし続ける
ことは、誰もが望む共通の願いです。個人が健やかで自立した生活を維持す
るためにも、健康寿命が重要です。健康寿命を伸ばすため、できることから
取り組んでみませんか。

問  健康づくり課健康増進係（プラザけやき内☎37-1175）

目指す姿  正しい知識を身につけ、バランスの良
い食事をとります。また、食に関心を持ち、食事を
楽しみます。
市民の取り組み  

○ 主食、主菜、副菜がそろった栄養バランスの
良い食事をします。

○ 地元食材を利用し、毎食野菜を食べるように
します。

○塩分をとりすぎないよう気をつけます。
○緑茶を毎日飲むように心がけます。

地域・職場・学校の取り組み  
○食を通じた地域のふれあいを推進します。
○食に関する活動を積極的に行います。
○ 野菜づくりや料理、茶葉から淹れた緑茶を飲

むなどの機会をつくり、食について学びます。

■６つの健康づくり領域を基本に取り組みましょう
　近年、急速な少子高齢化の進行とともに、生活習慣病や要介護者が増加しています。
　本市では、令和６年度から令和17年度までの12カ年を期間とした「第３次菊川す
こやかプラン」を令和６年３月に策定しました。６つの健康づくり領域を基本として、
それぞれの目指す姿と取り組みをまとめました。以下を参考に、みんなで健康づく
りに取り組んでいきましょう。 Ⓒ菊川市
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アルコール・たばこ・薬物４歯と口の健康５

 健康管理６

目指す姿  子どもの頃から歯と口に関する正しい
知識やケアを身につけ、生涯自分の口から食事を
楽しみます。歯や口腔機能の健康維持を図ること
で、生活習慣病や身体機能の低下を予防します。
市民の取り組み  

○ 歯と口の健康づくりに関する正しい知識を持
ち、口腔機能の維持・改善、むし歯や歯周病の
予防に取り組みます。

○ かかりつけ歯科医を持ち、年１回以上定期的
な歯科健診（検診）を受けます。

地域・職場・学校の取り組み  
○ 歯と口の健康に関する正しい知識や情報を提

供します。
○ 8020運動を推進し、地域で歯や口の健康づく

りを推進します。

目指す姿  健診（検診）を受けて健康状態を把握し、一人ひとりが自分や家族の健康の保持・増進に努めます。
市民の取り組み  

○ 定期的に健診（検診）を受診し、自分の健康状態について理解し、生活習慣の改善や医療機関受診など、結
果を健康づくりに役立てます。

○食生活や運動習慣を意識し、適正体重の維持を心がけます。
○自分の健康状態に関心を持ち、規則正しい生活習慣を身につけます。

地域・職場・学校の取り組み  
○がん検診や生活習慣病予防に必要な情報提供や意識啓発を行い、健康課題に応じた講座の開催に努めます。
○ 事業所は、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを進めるとともに、従業員が年に１回、健診（検診）を受診

するよう勧めます。

目指す姿  適正飲酒に努め、20歳未満者の飲酒を
防ぎます。禁煙する人を増やすとともに、たばこ
や薬物の危険から身を守ります。

市民の取り組み  
○ 飲酒が身体に及ぼす影響を正しく理解し、適

度な飲酒量を心がけます。
○ 喫煙が健康に及ぼす影響を知り、分煙や禁煙

に取り組みます。
○ 薬物乱用による健康への影響について学びま

す。

地域・職場・学校の取り組み  
○ 20歳未満者にアルコールやたばこを勧めたり、

販売したりはしません。
○地域・家庭での受動喫煙防止対策を進めます。

■熱中症から命を守ろう
　令和６年４月から、熱中症警戒アラートの一段上の「熱中
症特別警戒アラート」が新たに創設されました。熱中症特別
警戒アラートは、過去に例のない危険な暑さの基準を超え
た場合に発表されます。
　各アラートが発表された場合には、不要不急の外出や外
での運動は控え、エアコンのきいた室内など、涼しい環境で
過ごすようにしましょう。
※�環境省熱中症予防情報サイト（右記）を活用ください。

■指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）
　『きくがわ涼み処』を開設しています。自宅などで暑さを
しのぐことが困難な場合や、外出時に涼みたい場合などに
活用ください。右側のポスターが目印です。
※設置場所は増設していきます。
　�開放場所・時間など詳細は、市ホームページ（右記）を
ご覧ください。



額 減 税

支給金額具体例

４万円×人数

３万円 ６万円（3万×２人）=９万円+

万円 万円１ + ２ （1万×２人）=３万円

４万円 +

定 とは？

実施方法

所得税
+

住民税

定額減税が６月から開始されています

定額減税しきれないと見込まれる人へ～調整給付金のご案内～

昨今の物価高騰に賃金上昇が追い付かず、国民の生活に負担が重くのしかかっているこ
とを受けて、国民の負担軽減を目的に所得税３万円、住民税１万円（合計４万円）が減税
されます。

　定額減税可能額が、令和６年度個人住民税所得割額または令和６年分推計所得税額を上回り、定額減税
しきれないと見込まれる納税義務者に対し、「調整給付金」が支給されます。対象者には、７月下旬に通知
を送付します。受給希望者は、期限までに確認書に記載されている書類を提出してください。

※控除対象配偶者や
扶養親族がいる場合
は、その親族なども
定額減税の対象者で
す（右記のとおり）。

※合計所得金額が48万円以下（給与収入の
場合、103万円以下）

令和６年分所得税と令和６年度個人住民税所得割について
以下のとおり控除されます。 

令和５年中の所得が1,805万円（給与収入の場合2,000万円）
以下の個人住民税所得割の納税義務者

※給付金額は、個別の課税状況により異なるものであ
り、上記はあくまで一例です。

減税前に所得税１万円・個人住民税所得割２万円
の納税義務者の場合※控除対象配偶者、扶養親族なし

対象者

減税額
納税義務者および配偶者を
含めた扶養親族※１人につき 
所得税 住民税

所得税

住民税

扶養親族の減税適用例
納税義務者 対象※の扶養親族数

例：納税義務者+扶養親族２人の場合

３万円 １万円
減税の方法は、納税義務者本人が得る所得の種類によって以下のとおり異なります。 

　　　　　所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を
収め、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人
※対象者には７月下旬、調整給付金支給確認書を郵送します。

対  象  者

　　　　　所得税と個人住民税それぞれで定額減税しき
れない額を算出し、合算して１万円単位に切り上げた額
支給金額

　　　　　確認書に記載されている提出書類を返信用封
筒で郵送または市役所本庁舎ロビー受付※まで持参
※平日午前９時～午後５時（水曜のみ午後７時まで） 

申請方法 

申請期限  12月２日（月）

・所得税から１万円の減税、住民税所得割から
１万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の２万円が、調
整給付金として支払われます。

⇒

給与所得者

年金所得者

事業所得者
※個人事業主など

所得税 住民税

６月分の源泉徴収額から減税
※引ききれない分は７月以降も順次減税

・原則確定申告時に減税
・前年所得などを基に行う「予定納税」
　で減税も

６月支給時の源泉徴収額から減税
※引ききれない分は、８月徴収分以降も
　順次減税

６月徴収分から減税
※引ききれない分は、８月徴収分以降も
　順次減税

・６月分は徴収しない
・減税後の年税額を７月以降11カ月で
　均等徴収

10月徴収分から減税
※引ききれない分は、12月徴収分以降も
　順次減税

税務課市民税係（☎35-0912）問い合わせ

菊川市調整給付金コールセンター（税務課内☎35-0952）問い合わせ

掘削 掘削

水 位 低 減

　近年、気候変動の影響から、全国各地で水災害が激甚化・
頻発化し、水害に対する不安が高まっています。国土交通
省浜松河川国道事務所では、河川の水位低下対策として、
平成28年度から令和５年度に、一級河川菊川および牛淵川、
その他支流を含めた広範囲で河道掘削や雑木伐採などを実
施しました。その結果、菊川市・掛川市の流域全体で、お
よそ30万㎥の土砂が搬出され、河川の流下能力が大幅に確
保されました。

建設課管理係（☎35-0902）問い合わせ

河川の水位低下対策が実施されました

　毎年７月は「河川愛護月間」です。河川の除
草や美化活動を行うことで、景観保全や災害予
防にも繋がります。ぜひご協力ください。

　リバーフレンドシップ制度では、草刈刃、混
合ガソリンなどの必要な資材の貸与や支給、保
険加入を支援しています。詳細
は、県ホームページ（右記）をご
覧いただくか、建設課管理係へ問
い合わせください。

菊川本川の河
口から5.4㎞付
近の推定では、
およそ1.45m
の水位低下効
果が図られま
した。

歯ぐきのことが気にな
る場合は、歯科医院を
受診しましょう

　河道掘削とは、水中以外の川岸を含む範囲の土砂や砂州
を撤去することで河道断面を拡幅させ、河川の流下能力を
増加させる工事です。

河道掘削とは？

　歯ぐきの病気は、歯肉炎、歯周病などが挙げられます。歯と歯ぐきの隙間(歯周
ポケット)から侵入した細菌が、歯肉に炎症を引き起こした状態を歯肉炎といい、
それに加えて歯を支える骨を溶かし、歯がグラグラになってしまう状態を歯周病
といいます。これら歯周病の予防には、毎日の歯みがきで歯垢を取り除くことや、
歯科医院を受診して定期的な歯石除去や歯面清掃などをすることが有効です。歯
科医院では、歯周病の予防や治療を行っています。

歯ぐきの状態に悩んでいませんか？

７月は「河川愛護月間」

県が管理する河川の美化活動の際には
「リバーフレンドシップ制度」を活用ください

７月は河川愛護月間～河川事業の紹介～

子育て応援課こども保健係（プラザけやき内☎37-1136）問い合わせ

お口と歯の健康のお話 ～歯ぐきの病気編～

一級河川菊川（大石地内）
※国土交通省より資料提供

歯磨き指導

　個々の状態に応じて、歯
ブラシの選び方・持ち方・
毛先の当て方・動かし方な
どを指導します。汚れを赤く
染め出し、磨き残しをチェッ
クすることもあります。

歯石除去

　超音波振動する機器で、
歯石を歯の表面から水で洗
い流しながら除去します。ま
た、刃の付いた専用器具で、
細部から掻き出すように取り
除く方法もあります。

歯面清掃

　歯科医師や歯科衛生士
が専用の機器とフッ化物入り
研磨剤などを使用して、全
ての歯面の清掃と研磨を行
い、むし歯や歯周病になり
にくい環境を整えます。

歯科医院でできる歯周病予防や治療

小笠掛川歯科医師会　
会員 松浦勇次 さん

施行後

施行前
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支給金額具体例

４万円×人数

３万円 ６万円（3万×２人）=９万円+
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４万円 +
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住民税
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は、その親族なども
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場合、103万円以下）

令和６年分所得税と令和６年度個人住民税所得割について
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令和５年中の所得が1,805万円（給与収入の場合2,000万円）
以下の個人住民税所得割の納税義務者

※給付金額は、個別の課税状況により異なるものであ
り、上記はあくまで一例です。

減税前に所得税１万円・個人住民税所得割２万円
の納税義務者の場合※控除対象配偶者、扶養親族なし

対象者

減税額
納税義務者および配偶者を
含めた扶養親族※１人につき 
所得税 住民税
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住民税

扶養親族の減税適用例
納税義務者 対象※の扶養親族数

例：納税義務者+扶養親族２人の場合

３万円 １万円
減税の方法は、納税義務者本人が得る所得の種類によって以下のとおり異なります。 

　　　　　所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を
収め、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人
※対象者には７月下旬、調整給付金支給確認書を郵送します。
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　　　　　所得税と個人住民税それぞれで定額減税しき
れない額を算出し、合算して１万円単位に切り上げた額
支給金額

　　　　　確認書に記載されている提出書類を返信用封
筒で郵送または市役所本庁舎ロビー受付※まで持参
※平日午前９時～午後５時（水曜のみ午後７時まで） 

申請方法 

申請期限  12月２日（月）

・所得税から１万円の減税、住民税所得割から
１万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の２万円が、調
整給付金として支払われます。
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頻発化し、水害に対する不安が高まっています。国土交通
省浜松河川国道事務所では、河川の水位低下対策として、
平成28年度から令和５年度に、一級河川菊川および牛淵川、
その他支流を含めた広範囲で河道掘削や雑木伐採などを実
施しました。その結果、菊川市・掛川市の流域全体で、お
よそ30万㎥の土砂が搬出され、河川の流下能力が大幅に確
保されました。

建設課管理係（☎35-0902）問い合わせ

河川の水位低下対策が実施されました

　毎年７月は「河川愛護月間」です。河川の除
草や美化活動を行うことで、景観保全や災害予
防にも繋がります。ぜひご協力ください。

　リバーフレンドシップ制度では、草刈刃、混
合ガソリンなどの必要な資材の貸与や支給、保
険加入を支援しています。詳細
は、県ホームページ（右記）をご
覧いただくか、建設課管理係へ問
い合わせください。

菊川本川の河
口から5.4㎞付
近の推定では、
およそ1.45m
の水位低下効
果が図られま
した。

歯ぐきのことが気にな
る場合は、歯科医院を
受診しましょう

　河道掘削とは、水中以外の川岸を含む範囲の土砂や砂州
を撤去することで河道断面を拡幅させ、河川の流下能力を
増加させる工事です。

河道掘削とは？

　歯ぐきの病気は、歯肉炎、歯周病などが挙げられます。歯と歯ぐきの隙間(歯周
ポケット)から侵入した細菌が、歯肉に炎症を引き起こした状態を歯肉炎といい、
それに加えて歯を支える骨を溶かし、歯がグラグラになってしまう状態を歯周病
といいます。これら歯周病の予防には、毎日の歯みがきで歯垢を取り除くことや、
歯科医院を受診して定期的な歯石除去や歯面清掃などをすることが有効です。歯
科医院では、歯周病の予防や治療を行っています。

歯ぐきの状態に悩んでいませんか？

７月は「河川愛護月間」

県が管理する河川の美化活動の際には
「リバーフレンドシップ制度」を活用ください

７月は河川愛護月間～河川事業の紹介～

子育て応援課こども保健係（プラザけやき内☎37-1136）問い合わせ

お口と歯の健康のお話 ～歯ぐきの病気編～

一級河川菊川（大石地内）
※国土交通省より資料提供

歯磨き指導

　個々の状態に応じて、歯
ブラシの選び方・持ち方・
毛先の当て方・動かし方な
どを指導します。汚れを赤く
染め出し、磨き残しをチェッ
クすることもあります。

歯石除去

　超音波振動する機器で、
歯石を歯の表面から水で洗
い流しながら除去します。ま
た、刃の付いた専用器具で、
細部から掻き出すように取り
除く方法もあります。

歯面清掃

　歯科医師や歯科衛生士
が専用の機器とフッ化物入り
研磨剤などを使用して、全
ての歯面の清掃と研磨を行
い、むし歯や歯周病になり
にくい環境を整えます。

歯科医院でできる歯周病予防や治療

小笠掛川歯科医師会　
会員 松浦勇次 さん

施行後

施行前
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誰でも参加できる地域の居場所
「またきてカフェ」を開催
●またきてカフェ『和

なごみ

』
日時   ８月１日（木） 

午後１時30分〜３時
会場  嶺田地区コミュニティセンター
内容  栄養士による講話「バランス
よく食べましょう」
定員  15人※先着順　参加費  無料
申込方法  下記へ電話で申し込み
※送迎が必要な人は事前に連絡ください。
申・問松秀園（☎63-1100）
●またきてカフェin報恩寺
日時   ８月29日（木） 

午後１時30分〜３時
会場  報恩寺（堀之内1219）
内容  包括相談、交流カフェ・住職
法話など
定員  30人※先着順　参加費  無料
申込方法  下記へ電話で申し込み
※気温により延期する場合があります。
申・問 �光陽荘（☎36-5051）�
（平日�午前９時〜午後５時）

介護の基本を知ろう
「介護者のつどい」を開催
日時   ８月30日（金） 

午後１時30分〜３時
会場  プラザけやき２階検診ホール
内容  意外と知らない介護の基本
講師   和松会デイサービスセンター

職員
定員  20人※先着順
申込期限  ８月23日（金）
申込方法  下記へ電話で申し込み
※�動きやすい服装で参加ください。
申・問長寿介護課包括支援係
（地域包括支援センターあかっち
窓口☎73-1818）

認知症への理解を深めよう「認知
症ドキュメンタリー映画上映会」
日時   ８月31日（土） 

開場 午後０時30分 
上映 午後１時30分〜３時30分

会場  中央公民館多目的ホール
内容  映画「ぼけますから、よろしくお
願いします。〜おかえり　お母さん〜」
※�午後０時30分〜１時20分まで体組�
成測定会を同時開催
対象  市内在住、在勤の人
定員  100人※要申込、先着順
鑑賞料  無料
申込期間  ８月１日（木）〜28日（水）
申込方法  下記へ電話で申し込み
申・問�長寿介護課高齢者福祉係�
（プラザけやき内☎37-1254）

市
制
20
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年
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コ
ン
テ
ス
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の
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募集
invite information

「きくのん」に
夏のおたよりを送ろう！
　市公式マスコットキャラクター

「きくのん」への夏のおたよりを大
募集します。送ってくれたおとも
だちには、きくのんからのお返事
ハガキが届きます。皆さんからの
おたよりをお待ちしています！
対象  どなたでも
受付期限  ８月23日（金）
送付先   〒439-8650 菊川市堀之内61

きくのん あて
※�ご自身の氏名・住所も忘れずに記入
してください。
※�お返事は７月22日（月）以降順次発
送していきます。
＜きくのん公式アカウント＞
　活動の情報を発信しています。
フォローやお友達追加してね！

申・問�商工観光課商工観光係�
（☎35-0936）

東海アクシス看護専門学校
次年度入学生募集（社会人入学試験）
募集学科  看護学科（修業年限３年）
募集人数  若干名
対象   大学・短期大学卒業（見込）

を含む高卒既卒以上の人
試験日   学科試験 10月24日（木） 

面接試験 10月25日（金）
受験会場  東海アクシス看護専門学校
出願期間  ９月17日（火）〜10月３日（木）
※�10月３日（木）午後５時15分必着
願書請求方法� 東海アクシス看護専
門学校窓口で配付
※�詳細はホームぺージ（右
記）をご覧ください。

申・問東海アクシス看護専門学校総
務課入試担当（☎0538-43-8111）

催し
event information

「戦争体験を伝える会」による
展示「郷土と戦争」を開催
期間  ８月８日（木）〜18日（日） 
午前10時〜午後４時※月曜休館
会場  菊川文庫２階展示室
内容  小笠・掛川地域の戦跡マッ
プや戦死者・戦病死者一覧など
問 �菊川市戦争体験を伝える会�
北原（☎35-2940）

相談
Consult
老後の生活に備えましょう
農業者年金個別相談会
　農業者年金に関する疑問にお答え
します。この機会にぜひ相談ください。
日時   ８月30日（金） 

午前10時30分〜午後２時30分
会場  市役所本庁舎３階301会議室
対象  農業者年金の受給予定者、
農業者年金の加入を考えている人
申込期限  ８月26日（月）
申込方法  下記へ電話で申し込み
申・問市農業委員会事務局
（農林課農地利用係内☎35-0938）

働くことに悩みを抱えている人へ
無料で就労支援をしています
　「サポステ」は、厚生労働省から
の委託を受けた支援機関です。
開所日  月〜金曜日、第２土曜日 午
前９時〜午後５時（木曜日は午後７
時まで）※変更の場合あり
対象  15歳から49歳までの、現在
仕事に就いておられず、就労の機
会を求める人とその家族
申込方法  下記へ電話で申
し込み
※�詳細はホームぺージ（右記）
をご覧ください。

申・問�地域若者サポートステーション
かけがわ（☎61-0755）

保健・福祉
health and welfare
輸血のための血液が必要です
献血にご協力ください
日時  ８月16日（金）午前９時30分
〜11時45分、午後１時〜４時
会場  プラザけやき南口
問 �健康づくり課保健医療係�
（プラザけやき内☎37-1112）

９価HPVワクチンを
自費で接種した人へお知らせ
　９価HPVワクチンの定期接種
化以前に自費で接種した人に、接
種費用の一部を助成します。
申請期限  令和７年３月31日（月）
※�申請方法などの詳細は、
ホームぺージ（右記）を
ご覧ください。

申・問 �子育て応援課こども保健係�
（プラザけやき内☎37-1136）

※ は健康マイレージスタンプ対象事業

◀X ◀LINE
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深蒸し菊川茶ペットボトルの販売を開始しました
　深蒸し菊川茶を使った「深蒸し菊川茶ペットボトル」が、今年も美味
しく出来上がりました。菊川茶を飲んで、暑い夏を乗り切りましょう！
販売価格   １本（350ml）108円（税込） 

１箱（24本入り）2,592円（税込）
販売場所   JA遠州夢咲菊川茶直売所（半済1100） 

JA遠州夢咲小笠茶店舗（下平川6265）
問茶業振興課茶業振興係（☎35-0944）

深蒸し菊川茶を PR する10代目菊川茶娘を募集しています
応募資格  県内在住の満18歳以上（高校生を除く）で、「菊川茶」のPR宣
伝事業に２年間協力してもらえる人※既婚未婚は問いません。
応募期限� ８月30日（金）
応募方法  応募フォーム（右記）から応募
※�写真は６カ月以内に撮影したもので、顔が判明するものを�
１枚添付。スマートフォンのカメラで撮影したものでも可。
選考方法� 書類審査を通過した人のみ面接を行い、５人の
菊川茶娘を決定
※面接の日時や会場は、書類審査を通過した人に追って連絡します。
賞品  賞金５万円ほか副賞
※�詳細はホームぺージ（右記）をご覧ください。
申・問市茶業協会（☎35-0954）

「炭焼き さわやか 菊川グラウンド」の愛称で引き続き使用されます
　平成26年に締結した「さわやか株式
会社」とのネーミングライツスポンサー
契約が令和11年９月まで更新されま
した。契約締結から10年が経つ「菊川
運動公園多目的広場」は「炭焼き さわ
やか 菊川グラウンド」を愛称として、
引き続き使用されます。スポンサー料
は、施設の維持管理費として大切に利
用させていただきます。
※�ネーミングライツとは、「命名権」のことで、多くの人が集まるスポーツ・文化施
設などに企業名や製品名などのブランド名を付ける権利のことをいいます。

問財政課資産経営係（☎35-0919）

菊川市戦没者追悼式を開催します
日時  ８月15日（木）午前11時45分〜午後１時15分（開場 午前11時）
会場  文化会館アエル 大ホール
対象  どなたでも（遺族会員以外でも参列できます）
内容  戦没者追悼式典、献花、「戦没者御遺族の手記」朗読、戦没者名
簿の展示
＜平和祈念の黙とうを捧げましょう＞
　原爆死没者など、戦争で亡くなられた人々 を追悼し、平和を祈念するため、
以下の日時で、サイレンの吹鳴を行います。１分間の黙とうをお願いします。
●広島、長崎に原爆が投下された日
日時  ８月６日（火）午前８時15分〜、８月９日（金）午前11時２分〜
●戦没者を追悼し、平和を祈念する日
日時  ８月15日（木）正午〜
問福祉課社会福祉係（プラザけやき内☎37-1123）

※�現在掲載中の行事などが中止・延期になる場合があります。開催の有無については、
各問い合わせ先に確認してください。

早めのチェックで自分を守ろう
脳の健康チェック
　軽度認知障害（MCI）がわかる認
知機能検査を脳トレ感覚で実施し
ます。気軽に参加ください。
日時   ①９月６日（金）②９月20日（金） 

午前９時30分〜11時30分 
（全２回）

会場  プラザけやき２階201会議室
内容   ①脳の健康チェック 

②結果説明・脳トレ体験
定員   25人※先着順（今年度、初参加

の人優先）
申込期間� ８月１日（木）〜23日（金）
申込方法  下記へ電話で申し込み
持ち物   補聴器・メガネ（必要な人）、

飲み物
申・問�長寿介護課高齢者福祉係�
（プラザけやき内☎37-1254）

その他
others information

お盆期間中のごみの受け入れ
には予約が必要です
　環境資源ギャラリーでは、繁忙
期のごみ搬入に事前予約制を導入
しています。お盆の期間にごみ搬
入を行う場合は、予約が必要です。
予約対象日� ８月10日（土）・13日（火）
〜16日（金）、19日（月）
予約方法  予約システム（下記）か
ら予約、または下記へ電話で予約
※�搬入希望日の１週間前
から前日まで予約が可
能です。

申・問環境資源ギャラリー予約窓口
（☎29-5070）（平日午前９時〜正午、�
午後１時〜４時）

生活環境と再生可能エネルギー
発電事業との調和に関する条例
　自然災害が発生する恐れがある
14区域を抑制区域として指定しま
す。該当する区域内での事業につ
いては、原則同意をしません。
施行開始日 令和６年10月１日以降
に着手する事業に適用
条例の概要 事業を抑制する区域の
指定や近隣関係者への説明につい
て規定
※�条例や申込方法などの
詳細は、市ホームぺージ
（右記）をご覧ください。
問 �環境推進課環境政策係�
（☎35-0916）

▲応募専用
　フォーム

▲市茶業協会
ホームページ
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水曜日業務延長
８月７日、14日、21日、28日
時　　間	 午前８時15分～午後７時
実施部署	 	市役所本庁、小笠支所、中央	

公民館、水道料金お客さま	
センター、プラザけやき（社会
福祉協議会と児童館を除く）

※�業務により再度の来庁をお願いする場合があ
ります。詳細はホームページをご覧いただくか、
事前にご用のある課へ問い合わせください。

日曜開庁
８月11日 … 市役所本庁市民課（☎35-0917）
８月25日 … 市役所小笠支所小笠市民課（☎73-1111）
時　　間	 午前８時15分～午後０時15分
取扱業務（①～②は、来庁者本人およびその同一世帯員分のみ取り扱います）
①現在の住民票写しの交付（菊川市分のみ）
②印鑑登録証明書の交付
③来庁者本人の印鑑登録手続き
④来庁者本人の現在戸籍の謄本・抄本の交付（広域交付不可）
※市税などの支払いについては受け付けておりませんので、ご注意ください。

日・曜 行　　事　　名 時　間 場　　所 問い合わせ（電話番号）

23（金） 小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）
特別企画「おばけやしき」 13:30～15:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）

24（土）

菊川市歩こう会（潮海寺、八坂神社） 9:00～ 市役所本庁 菊川市歩こう会事務局（☎090-2134-2759）

特別企画「おばけやしき」 ①10:00～11:30 
②13:30～15:00 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）

小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

25（日） 日曜開庁 8:15～12:15 市役所小笠支所小笠市民課 小笠市民課（☎73-1111）
日曜おはなし会 10:30～11:10 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）

27（火） 小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

28（水）

９月議会定例会（議案説明） 9:00～ 市役所本庁４階議場 議会事務局（☎35-0941）
０・１・２おはなし会 10:30～11:00 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
誕生会 11:00～11:30 おがさ子育て支援センター おがさ子育て支援センター（☎73-5698）
小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）
すいようおはなし会 15:00～15:30 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
すいようおはなし会 15:30～16:00 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）

29（木）
９月議会定例会

（議案説明<８月28日>の続き） 9:00～ 市役所本庁４階議場 議会事務局（☎35-0941）

頭と心と体の講座（おはなし会） 10:00～11:00 おがさ子育て支援センター おがさ子育て支援センター（☎73-5698）

31（土） 小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

※�現在掲載中の行事などが中止・延期になる場合があります。開催の有無については、市ホームページをご覧いただくか、�
各問い合わせ先に確認ください。

健
康
カ
レ
ン
ダ
ー

名　　称 日・曜 受付時間 対　　象 会　　場

６カ月児相談
９（金）

  9:00～  9:30
Ｒ６.１月１～15日生

プラザけやき

27（火） Ｒ６.１月16～31日生
１歳お誕生日相談 30（金）   9:00～  9:30 Ｒ５.９月生
１歳６カ月児健診 ８（木） 13:00～13:30 Ｒ５.１月生
２歳児歯科健診 22（木） 13:00～13:30 Ｒ４.７月生
２歳６カ月児歯科健診 19（月） 13:00～13:30 Ｒ４.１月生

３歳児健診
７（水）

13:00～13:30
Ｒ３.７月１～15日生

28（水） Ｒ３.７月16～31日生

乳幼児健康相談

１（木）

  9:15～10:45

乳児　０～５カ月児
２（金） 乳児　６カ月児～１歳

５（月）
幼児　１歳以上
計測のみを希望する人

離乳食教室 21（水）   9:15～  9:40 Ｒ６.４月生
成人健康相談 29（木） 9:15～11:00 成人

茶ちゃっと ！  出張健康チェック
６（火）

9:45～11:00 成人
横地地区センター

７（水） 小笠東地区
コミュニティセンター

問い合わせ �子育て応援課こども保健係（プラザけやき内☎37-1136）　健康づくり課健康増進係（プラザけやき内☎37-1175）
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令和6年８月
８月の納税と公共料金
市県民税 第 ２ 期
国民健康保険税 第 ２ 期
後期高齢者医療保険料 第 １ 期
介護保険料 第 ３ 期
市営住宅使用料 ８ 月 分
保育認定使用料（保育料） ８ 月 分
放課後児童クラブ利用料 ８ 月 分
上下水道料金（Ａ地区） ６・７ 月 分

日・曜 行　　事　　名 時　間 場　　所 問い合わせ（電話番号）

１（木）

こども図書館ウイーク（～７日（水）） 10:00～18:00 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
にこにこ誕生会 11:15～11:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

２（金） 小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

３（土）

小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）
小学生夏休み特別工作タイム

（コロコロキューブ）
①13:30～14:30
②14:30～15:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

６（火）
地元を歩こう会（加茂コース（賀茂神社）） 9:00～ 市役所本庁 地元を歩こう会事務局（☎36-5406）
小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

７（水）

小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）
すいようおはなし会 15:00～15:30 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
すいようおはなし会 15:30～16:00 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）
おりがみタイム（ヨット） 15:30～16:00 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

８（木） 小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

９（金） 小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

10（土）

小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）
小学生夏休み特別工作タイム

（ホイップデコフレーム）
①13:30～14:30
②14:30～15:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

11（日）日曜開庁 8:15～12:15 市役所本庁市民課 市民課（☎35-0917）
にこにこおはなし会 10:30～11:10 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）

14（水）
０・１・２おはなし会 10:30～11:00 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
すいようおはなし会 15:00～15:30 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
すいようおはなし会 15:30～16:00 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）

15（木）０・１・２おはなし会 10:30～11:00 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）
17（土） 普通救命講習会 9:00～12:00 消防署２階救急指導室 消防署（☎35-3283）

18（日）
ノルディックウォーク教室
大頭龍神社コース（大頭龍神社、応

おうしょうきょういん

声教院、他） 8:30～ 菊川尾花公園駐車場 アプロス菊川事務局（☎73-0115）

日曜おはなし会 10:30～11:10 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）

20（火）
定例教育委員会 10:40～ 中央公民館 教育総務課（☎73-1136）
小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

21（水）

小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）
すいようおはなし会 15:00～15:30 菊川文庫 菊川文庫（☎36-2220）
すいようおはなし会 15:30～16:00 小笠図書館 小笠図書館（☎73-1132）

22（木） 小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
小中高生ひろば 13:00～16:30 小笠児童館 小笠児童館（☎73-5698）

23（金）
おしごと相談所「なでしこワーク」 9:30～11:30 プラザきくる３階会議室 商工観光課（☎ 35-0936）
子育てレッスン（おばけ工作） 10:00～10:45 きくがわ子育て支援センター きくがわ子育て支援センター（☎37-1135）
小中高生プレイルーム 13:00～16:30 菊川児童館 菊川児童館（☎37-1135）
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８月の相談窓口
名　称 問い合わせ 内　　容 日・曜 時　間 会　場 相談員

く
ら
し

弁護士無料
法律相談

予約は８月１日（木）からの平日午前 
８時15分から午後 5 時までに地域
支援課自治振興係（プラザきくる内 
☎35-0925）へ

菊川市民対象の交通事故などの法
律に関する相談
各日５組（先着順）※要予約

第２・３
火曜日

13:30 ～ 16:00
（1組30分程度）

プラザきくる２階
打合室

静岡県弁護士会
指定弁護士

犯罪被害者等
支援相談

地域支援課自治振興係
（プラザきくる内☎35-0925） 犯罪被害者等支援に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザきくる２階

地域支援課 担当職員

外国人
住民相談

地域支援課市民協働係
（プラザきくる内☎35-0925）

外国人住民の生活に関する困りご
となどの相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザきくる２階

地域支援課 市相談員

消費生活相談 消費生活センター
（商工観光課内☎35-0937）

商品や訪問販売など契約に関する
相談 平　日   8:15 ～ 17:00 市役所本庁３階

相談コーナー
担当職員

消費生活相談員

市民活動相談 市民協働センター
（プラザきくる内☎35-2220） 市民活動に関する相談 平　日   9:00 ～ 18:00 市民協働センター

（プラザきくる２階）
市民協働センター

スタッフなど

行政相談 総務省行政相談センター
( ☎0570-090110)

国の仕事やサービス、各種制度や
手続きに関する相談 平　日   8:15 ～ 17:15 利用者に応じて決定 行政相談委員

子
ど
も
・
教
育

ひきこもり、
不登校相談

社会福祉協議会
生活困窮者自立相談支援センター

（プラザけやき内☎090-8321-0438）

ひきこもりに関する相談、不登校に
関する情報提供 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

家庭児童総合相談 子育て応援課こども相談係
（プラザけやき内☎35-0955） 妊娠・出産・子育ての総合相談窓口 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき

子ども家庭支援員
保健師

保育士など

子ども健康相談
子育て応援課（プラザけやき内）
こども保健係（☎37-1136）
こども発達係（☎37-1137）

乳幼児の健康や発達に関する電話
相談 平　日   8:15 ～ 17:00 （電話相談）

保健師
栄養士
保育士

教育相談 教育支援センター「このゆびと～まれ」
（中央公民館内☎73-1110）

児童・生徒・保護者の教育相談
（不登校や友人関係など教育全般）

※要予約
平　日   9:00 ～ 14:00 中央公民館 教育相談員

教育相談ハロー電話
「ともしび」

県総合教育センター
（☎0537-24-8686）

子ども（高校生年代まで）や保護者
の悩み相談 平　日 10:00 ～ 17:00 （電話相談） 相談員

静岡こども
救急電話相談

静岡こども救急電話相談
（プッシュ回線・携帯電話…♯8000

ダイヤル回線…☎054-247-9910）
子どもが急な病気で心配なとき 毎　日 24時間 （電話相談）

小児科医
保健師
看護師

健
康

健康電話相談 健康づくり課健康増進係
（プラザけやき内☎37-1175） 成人の健康に関する電話相談 平　日   8:15 ～ 17:00 （電話相談） 保健師

栄養士
HIV（エイズ）
検査・肝炎検査

西部保健所地域医療課
（☎0538-37-2253）

エイズに関する検査※要予約
※ 希望者は梅毒検査・B 型肝炎・C 型肝

炎検査も受けることができます。
22日（木） 13:15 ～ 15:00 中遠総合庁舎

西館１階検診室
医師

保健師

精神保健福祉
総合相談

西部健康福祉センター掛川支所
（☎22-3263）

心の病やアルコール問題に関する
相談※要予約 20日（火） 13:30 ～ 15:00

（30分３枠）
西部健康福祉センター

掛川支所 専門医

福
祉

きくがわこころの
健康相談

福祉課障がい者福祉係
（相談支援事業所Ｍネット☎28-9716）

こころの悩みや病気のこと、社会参
加などの生活支援の相談※要予約 平　日   9:00 ～ 16:00 利用者に応じて決定 精神保健福祉士

障がい者相談 福祉課障がい者福祉係
（プラザけやき内☎37-1252） 障がい児・障がい者に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

DV相談 福祉課生活福祉係
（プラザけやき内☎37-1251）

ドメスティックバイオレンス（夫婦間、
パートナーからの暴力）相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

福祉総合相談 社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724） 福祉に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

ボランティア
相談

社会福祉協議会ボランティアセンター
（プラザけやき内☎35-3724）

ボランティアの登録や募集、活動に
関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

心配ごと相談 社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

日常生活上の悩みごと、困りごとに
関する相談

１日（木）   9:00 ～ 12:00 プラザけやき 民生児童委員
行政相談委員
人権擁護委員

５日（月） 13:00 ～ 16:00 中央公民館
15日（木） 13:00 ～ 16:00 プラザけやき
20日（火）   9:00 ～ 12:00 中央公民館

結婚相談 社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

結婚に関する相談
※電話での相談はできません。

３日（土）   9:00 ～ 12:00
（受付は11:00まで） プラザけやき 結婚相談員18日（日）

高
齢
者
高齢者相談

地域包括支援センターけやき窓口
（プラザけやき内☎37-1120） 介護や高齢者に関する相談 平　日

  8:15 ～ 17:00 プラザけやき
担当職員地域包括支援センターあかっち窓口

（家庭医療センター内☎73-1818）   8:15 ～ 17:00 家庭医療センター

住
ま
い

司法書士
無料法律相談

予約は８月１日（木）からの平日午前 
８時15分から午後5時までに地域
支援課自治振興係（プラザきくる内 
☎35-0925）へ

相続・不動産登記・成年後見などの
相談
４組（先着順）※要予約

第４水曜日 15:00 ～ 17:00
（１組30分程度）

プラザきくる２階
打合室

司法書士会掛川
地区支部担当 

司法書士

空家相談 都市計画課住宅建築係
（☎35-0957） 空家等に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 市役所本庁３階

都市計画課 担当職員

人
権

あざれあ
女性相談
男性相談

女性相談（☎054-272-7879）
男性相談（☎054-272-7880）

女性・男性が抱えるパートナーとの
関係、家庭の問題や生き方などに
関する相談
※13日（火）～15日（木）は休み

女性相談
平日・10日（土）

月火木金9:00～16:00
水14:00～20:00
10日（土）13:00～18:00 （電話相談） 女性の相談員

男性の相談員男性相談
３日、17日（土） 13:00 ～ 17:00

LGBT電話相談 ふじのくにLGBT 電話相談
（☎0120-279-585）

性のあり方に関する悩みや困りごと
についての相談

  ６日（火）、
17日（土） 18:00 ～ 22:00 （電話相談） 専門相談員

人権相談 みんなの人権110番
（☎0570-003-110） 人権に関する相談 平　日   8:30 ～ 17:15 （電話相談） 人権擁護委員

事
業
創業•事業承継
•経営相談 産業支援センター（☎35-0930） 創業・事業承継・経営に関する相談 平　日   9:00 ～ 17:00 産業支援センター

EnGAWA
担当職員、

相談員、専門家

※�掲載中の相談窓口が中止・延期される場合があり
ます。開催の有無については、各問い合わせ先に
確認ください。
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掛川特別
支援学校
掛川特別
支援学校

掛川東病院
介護老人保健施設

桔梗の丘

掛川東病院
介護老人保健施設

桔梗の丘

所

掛川駅掛川駅 掛川I.C掛川I.C

西郷I.C西郷I.C 宮脇I.C宮脇I.C
千羽I.C千羽I.C

掛川警察署●掛川警察署● 環境資源
ギャラリー
●

環境資源
ギャラリー
●

つま恋つま恋

掛川税務署
●

掛川税務署
●

←エコパ←エコパ 菊川→菊川→

←袋井←袋井

東名高速道路
東名高速道路

国道1号
掛川バイ

パス
国道1号

掛川バイ
パス

県道415号
線

問い合わせ 小笠掛川急患診療所（希望の丘内・中部

２階 小笠掛川急患診療

ふくしあ２階 掛川市杉谷南1-1-30 ☎61-1299） 

平日夜間・休日の救急診療はまず

急 患 診 療 所

開催案内・結果報告

スポーツ＆文化 データで見る菊川

市の動き

昼間
（各医療機関の診療時間）

夜間
（午後７時～午後10時）

深夜
（午後10時～翌朝８時15分）

平日 菊川市内の開業医院
菊川市立総合病院

急患診療所
（受付は午後９時30分まで） 菊川市立総合病院

土曜日 菊川市内の開業医院
菊川市立総合病院 菊川市立総合病院

日曜日・祝日

急患診療所【�①午前９時～正午、�
②午後１時～午後５時】

※歯科は午前のみ。
　（受付は�①午前11時30分まで、�

②午後４時30分まで）

菊川市立総合病院【午後５時～】

※菊川市立総合病院（菊川市東横地1632、☎35-2135）での受診は原則、重症患者に限ります。

【診療科目】� 平日：内科、小児科
� 日曜日・祝日：内科、小児科、外科、歯科 

【診 療 日】 平日夜間、日曜日・祝日
※�入院や手術の必要がない救急診療は、急患診療所をご利
用ください。また、受診の場合は、事前に連絡してください。
※土曜日は開業医院や総合病院をご利用ください。
※�交通事故と労災の診察はお受けできません。

＜スポーツ  募集＞
第17回菊川市空手道大会
の参加者募集
日時  ９月８日（日）午前９時〜
会場  市民総合体育館
内容  個人自由組手競技、団体戦
対象  市内在住、在学、在勤、在道場の
空手経験者で幼児・小学生以上の男女
参加費  １人1,000円、団体１チーム
1,500円（３人）※当日集金します。
申込期限  ８月２日（金）
申込方法  下記へ電話で申し込み
申・問 NPO法人菊川市スポーツ協会
（市民総合体育館内☎73-0115）

第20回菊川市市長杯市民グラウンド・
ゴルフ大会の参加者募集
日時   ９月22日（日） 

受付 午前８時15分〜
会場  小笠グラウンド・ゴルフ場
対象  市内在住の16歳以上の人
参加費  500円※景品があります。
申込期限  ９月２日（月）
申込方法  下記へ電話、または菊川・
小笠グラウンド・ゴルフ協会の会員
に直接申し込み
申・問�菊川市小笠グラウンド・ゴルフ

協会事務局（☎73-4166）

＜文化  募集＞
菊川市民絵画コンクール作品
を募集
　大人から子どもまで、どなたでも
応募できます。気軽に参加ください。
募集期限  ８月17日（土）
対象  市内在住、在学の人、および
組合立牧之原小中学校の児童生徒
テーマ  わたしの好きな風景

※�申込方法などの詳細は、市ホーム���
ぺージ（下記）をご覧ください。
※�募集要項は市ホームぺージ、または
中央公民館、市役所本庁
舎、図書館、地区センター
に置いてあります。�

申・問 �市文化協会事務局�
（中央公民館内☎73-1114）

■令和６年６月末日現在の人口
　菊川市総人口：47,389人（-33）
　男：23,979人（-17）、女：23,410人（-16）
　世帯数：19,083世帯（-６）
　内・外国人住民：4,071人（+７）
■６月の街頭犯罪等発生（認知）件数
　市内総件数：２件（-２）
　・自転車盗：１件
　・不同意わいせつ：１件
■６月の交通事故発生件数
　人　身　事　故：11件（-１）
　死　　　　　者：０件（－）
　傷　　　　　者：16件（-１）
■６月の火災発生件数：２件（+２）
■６月の救急件数：131件（-２）
■６月のコミュニティバス利用者数
　（デマンド運行を含む）
　本年：3,108人
　前年：2,875人
※（　）内は前月に対する増減



わたしの
イチオシ
この本

今月のオススメ図書を紹介

図書館情報
■開館時間(両館共通)
　午前10時～午後６時
■問い合わせ
　小笠図書館（☎73-1132）
　菊川文庫（☎36-2220）

■８月の休館日(両館共通)
５日（月）　12日（月・振）
19日（月）　26日（月）

一般 児童 児童

お気に入りの
1冊を紹介する
コーナーです。

こっちをみてる。
飼育員さんもっとおしえて！
ペンギンのひみつ

いろいろな幽霊一般書
ケビィン・ブロックマイヤー／著

市田 泉／訳
いちだ  いずみ

グローバルサウスの逆襲 池上 彰・佐藤 優／著
さとう  まさるいけがみあきら

一般書 いないいないぞう！児童書
おおつか    けんた

やまむら   こうじ
大塚 健太／ぶん

山村 浩二／イラスト

ゆ　   ず

おかもと いちろう

児童書 岡本 一郎／作カレーものがたり
（食への好奇心を育てる食育紙芝居５）

ま  せ

間瀬 なおかた／作・絵児童書 せんろをたどってくねくね
ゴーゴー

　「なぜ背中とお腹の模様が違
うの？」「飲み込んだ海水の余
分な塩は鼻から出せる？」な
ど、飼育員だからこそ知ってい
るペンギンのひみつを、迫力あ
る写真やイラストで紹介。低
学年から楽しめる図鑑タイプ
の写真絵本です。

　「空にうかぶ雲」「校庭の木」
「机の傷」色んな「顔」がぼくを
みているけれど、誰も気づいて
ない。やがて顔は、ぼくだけを
見るようになって…。誰もが
一度は思ったことがあるかも
しれない恐怖の世界。夏にぴ
ったりの怪談絵本です。

　「さいしょのにんげんはこど
も？おとな？」「神さまってな
に？」など、子どもたちからの
質問や疑問に司書たちが丁寧
に回答する59話の奮闘記を紹
介。全国の図書館から集めら
れたユニークな回答が詰まっ
ている一冊です。

●小●菊
●小●菊●小●菊●小●菊

池田 菜津美／文　松橋 利光／写真
神田 めぐみ／イラスト
新日本出版社

一般

となり そうしち／作
伊藤 潤二／絵　東 雅夫／編

岩崎書店

※休館中は、ブックポストに返却して
　ください（本に限ります）。

　子ども司書の由珠さんのイチオシ本は、「かがみ
の孤城（辻村深月/作）」です。不登校である７人の
中学生が鏡の中に迷い込み、１年をかけて謎を解
いていくファンタジーミステリー。由珠さんは、「こ
の本を読み、長年一緒にいる友人でもお互い知ら
ない部分があるということに気づきました。共感
できる場面が多いので、主人公と同じ中学生に読
んでもらいたいです。辛くても無理しなくていい
ことを教えてくれます」と話してくれました。

【 今月の紹介者 羽原 由珠さん
　　　　　　　　　　   　  （菊川東中学校１年生・柳町）】

８月１日（木）～７日（水）
午前10時～午後６時 ※５日（月）は休館
菊川文庫

「こども図書館ウィーク」を開催します
　こどものための図書館イベントです。図書館で、夏
休みの楽しい思い出を作ってみませんか。来館お待ち
しています。

文苑きくがわ 
第16号

菊川市教育委員会出版
文苑きくがわ編集委員会／編集

図書館にまいこんだ
こどもの【超】大質問
司書さんは名探偵！

青春出版社
こどもの大質問編集部／編集

ぶんえん

こじょう み づ き

い  とう じゅんじ かんだ

いけだ な   つ   み まつはしとしみつ

あずま まさお

※新しく入った本の一部をご紹介します。

　休刊していた「文苑きくが
わ」が、リニューアルして３年
ぶりに再発刊。市内外から寄
せられた随筆、郷土研究、紀行、
短歌、俳句などの作品が、写真
や挿絵とともに掲載されてい
ます。それぞれの作品の世界
をお楽しみください。

かいだん

※人形劇の開催時間などの詳細は、ホームぺージ（上記）
　をご覧ください。

内容

・塗り絵コーナー
・スタンプラリー
・ぺったんシール
   inサマー
・折り紙コーナー

8月1日（木）～
７日（水） 午前10時～午後６時

午前10時30分～
　　　　  11時30分８月４日（日）多文化おはなし会

（ポルトガル、日本、英）
午後３時～3時30分８月７日（水）特別なおはなし会

開催日 時間
午前１回、午後１回８月３日（土）人形劇お

は
な
し
会

常
設

コ
ー
ナ
ー

かわさき    あきこ

河﨑 秋子／著愚か者の石 一般書
おろ もの
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プログラムインフォメーション

文化会館アエル
問い合わせ　文化会館アエル（☎35-1515）
休館日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日）
販売窓口時間　午前９時～午後７時
電話購入  文化会館アエルチケット係（☎37-3232）
Web購入  文化会館アエルホームぺージ（右記）

静岡ブルーレヴズ株式会社

　内村光良や長澤まさみ、稲葉浩二など
の豪華アーティスト陣が声優を務めるこ
とで人気の「シング」。シリーズ第２作目
となる映画「シング：ネクストステージ」
を上映します。楽しいストーリーと迫力
の歌声を家族でお楽しみください。
■日時　８月10日（土）
　　　　 前座 午後１時45分～
　　　　 上映 午後２時～
■会場　文化会館アエル大ホール
■料金　無料

　交響楽団シンフォニエッタ静岡による、
未就学児対象の「０歳からのファミリー
コンサート」を開催します。
　お子さんが、途中で泣いたりしても大
丈夫！家族みんなでオーケストラの演奏
を楽しく聴いてください。
■日時　８月24日（土）
　　　　 開演 午後２時
　　　　 終演 午後３時
■会場　文化会館アエル大ホール
■対象　未就学のお子さんと家族
■料金　無料（要整理券）
■整理券　
アエル窓口で
配布中

「０歳からの
ふくみみコンサート」

オーケストラがやってくる！
　静岡県警察音楽隊のコンサートを開
催します。「ディズニーメドレー」や「忍
たま乱太郎」などの楽しい曲目のプロ
グラムやカラーガードのカッコいいダン
ス、指揮者体験など楽しい内容が盛り
だくさんです。家族で楽しめるコンサー
トです。
■日時　８月11日（日）
　　　　 開演 午前11時30分～
■会場　文化会館アエル大ホール
■料金　無料
※ロータリーで「はたらく車の展示」を同
時開催。パトカーや白バイ、消防自動
車と記念撮影ができます。午前10時～
午後１時（予定）（雨天中止）

県警音楽隊コンサート＆
「はたらく車」展示

夏休みこども映画会
「SING」ネクストステージ

▲ホストゲーム会場でスポーツ
　ウェア寄付ブースを設置

(C)2020 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

■会社概要
　令和４年１月に開幕した「ジャ
パンラグビーリーグワン」への参
入と地元静岡により愛されるラグ
ビークラブとなるため、「ヤマハ発
動機ジュビロ」は「静岡ブルーレ
ヴズ」に生まれ変わりました。
　菊川市とは、令和４年８月に包
括連携協定を締結し、スポーツ
を通じた地域活性化を目的に市
内小学校やこども園などで、ラグ
ビー教室などさまざまな連携事
業を行っています。

■「Blue Ties」
　静岡ブルーレヴズでは、事業活動を通じて、社会課題の解決に貢献するプロジェ
クト「SCRUM Action」を実施しています。
　その一環として静岡ブルーレヴズが、ヤマハ発動機株式会社と2023年４月から開
始した、「Blue Ties」を紹介します。
　「Blue Ties」では、ホストゲームを活用し、主旨に賛同してくれる来場者から寄付
いただいたスポーツウェアなどを、新興国の村落に届けています。また、ヤマハ発
動機株式会社では、浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」を設置する活動
を行っています。
　この取り組みを含め、静岡ブルーレヴズは、「NTT
ジャパンラグビーリーグワン2023-24アワード」におい
て、「プレーヤーズ・チョイス・プライズ社会貢献賞」を
受賞しました。

ブ ル ー     タ イ ズ

ブ ル ー     タ イ ズ

ＳＤＧｓへの取り組み紹介
～持続可能な社会を実現するために～ No.1

問い合わせ 企画政策課企画係（☎35-0900）

　SDGs（持続可能な開発目標）の目標17には、「パートナーシップで目標を
達成しよう」が掲げられています。本市では、民間企業などと包括連携協定
を結んでおり、企業などが持つノウハウが市民サービスの向上や地域の活
性化に役立てられています。本市の包括連携協定先のSDGｓの取り組みに
ついて紹介します。

ス ク ラ ム      ア ク シ ョ ン
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参考：「ことばをはぐくむ」中川信子著／ぶどう社

　18歳までの発達に関する相談を子育て応援課こども発達係（プラザけやき内）で受け付けています。
　お子さんの成長や発達について気になること、心配なことがありましたら、保健師などが一緒に考え
ていきますのでお気軽に相談ください。また、市ホームページ(右記)では、発達支援に関する過去の記
事が掲載されています。ぜひ参考にご覧ください。

子育て応援課こども発達係(プラザけやき内☎37-1137)

ふ れ あ い な が ら 育 も う

　発語に至る前段階として、脳や神経などの身体
的な発達と、それに伴う感覚や運動機能、情緒な
どの全体的な発達が欠かせません。さまざまな体
験をすることで情報を集め、それぞれの感覚や感
情、「ことば」の理解といったものの間で情報が交
換されます。ただ発するだけでなく、相手がいて

相互の「コミュニケーション
のツール」になることが大切
です。

　吃音とはことばに詰まってしまったり、最初の
一音を何度も繰り返したりするなどの症状のこと
です。小児の吃音は保護者の接し方が原因で生じ
るわけではありません。
　吃音の基本的な対応として重要なのは、「ゆっく
り話して」「落ち着いて」など話し方のアドバイス
をしないことです。つっかえながらも一
生懸命に話そうとしているときは遮らず
最後まで聞いてあげることが
おすすめです。

ことばの発達の仕組み 吃音について
きつ  おん

ことばを育む４つのポイント

～発達に関する相談のご案内～

こどものことば

規則正しい生活 手や指先を使う
日常の生活がことばの土
台となっていきます。ま
ずは、食事や睡眠の時間を
一定にするなどの生活リ
ズムを整えましょう。

手や指先を使うことで脳
が刺激され、言葉も発達し
ます。身辺の支度や遊び、
家事のお手伝いなどを一
緒に楽しみましょう。

心の発達・楽しく遊ぶ 聴く力を育てる
安定した人との関わりを
持ち、共感しながらいろい
ろな経験をしましょう。
毎日少しでもこどもとお
話の時間を作ることも大
切です。

豊かな体験や経験をし、共
感の声かけをすることで
聴く力が育ちます。実物
や経験にことばをそえる
ことや絵本の読み聞かせ
がおすすめです。

2 0 2 4  7 18



０歳から３歳くらいまでの子どもの写真を募集しています。
下記へ申し込みまたは、右記から応募できます。応募順に
掲載するため、掲載までに時間がかかる場合があります。
　・　 市長公室広報係（☎35-0924Eメール：
s-koushitsu@city.kikugawa.shizuoka.jp）

181

兄弟３人いつまでも
仲良くいてね！

本当に本当に生まれ
てきてくれてありが
とう♡ニコニコ元気
よく成長してね♡

水野 絢斗くん（５歳）
　　 凱斗くん（３歳）
　　 葵ちゃん（９カ月）
　　　　　　　 （柳町）

守屋 真来ちゃん
（１歳）
（西通り）

■あて先

■締め切り
令和６年８月14日（水） 当日消印有効
■結果
５月号の広報クイズには108人の応募があり、107人正解。
答えは「WOMO」でした。

185

　発酵バターを使用した香りの
良い焼き菓子３種類をセットにし
ました。店頭では、常時13～15
種類の焼き菓子から、お好みで
詰め合わせにできます。

　正解者の中から３人に「今月の逸品」が当たります。答え
とあなたの住所・氏名・年齢・電話番号のほか、身近なでき
ごとや広報を読んだ感想を、ハガキに書き添えて下記へお
送りいただくか、右下から電子申請で応募ください。

〒439-8650 菊川市堀之内61番地
菊川市役所市長公室広報係

焼き菓子セット

市が開設したクーリングシェルターの名称は？
「きくがわ○○○」（３文字）

所在地:本所1440-21  TEL:35-6788
提供：パティスリー・アンベリー

No.182

健康野菜を食べよう

健康づくり
食生活推進協議会

作  り  方

　低カロリーなトマトは健康
機能食品として注目されてい
るGABA（γ―アミノ酪酸）が
多く含まれ、血圧を下げる効
果や抗ストレス作用が期待で
きます。旬の野菜を加えるの
もおすすめです。

材料 ４人分

～健康づくりは毎日の食事から～

１日の食塩摂取量の目標値
男性7.5ｇ未満・女性6.5ｇ未満

明日
の

（１人分エネルギー 141kcal、食塩相当量0.9ｇ）
玉ネギ １個
バター 10g
カットトマト缶 200g
水 500㏄

顆粒コンソメ   大さじ１
生クリーム 100㏄
塩 少々
コショウ 少々

① 玉ネギは薄切りにする。
② 鍋にバターと①の玉ネギを入れ、玉ネギがしんなりするま
で炒める。

③ ②にカットトマト缶、水、顆粒コンソメを入れてひと煮た
ちさせる。

④ ③をミキサーに入れ、なめらかになるまで攪拌する。
⑤ 鍋に④を戻し、生クリームを加え、弱火で煮る。
⑥ 塩、コショウで味を調える。
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City Topics In Kikugawa
まちの話題をお届けします
市ホームページの「”旬感”まちのニュース」では、このコーナーに掲載できなかったさまざまな話題を紹介しています。
最新のニュースから過去３年分まで、写真とともに閲覧できます。ぜひご覧ください。

菊 動画撮影・編集講座
川の魅力を動画で発信

１動画の撮影方法を学ぶ ２撮影した動画をアプリで編集

　６月16日、プラザきくるで動画撮影・編集講座が開催
されました。現在開催中の「市制20周年記念動画コン
テスト」に合わせ市が企画。菊川出身の動画クリエイ
ターの山本龍

りゅうのすけ

之介さんと、社会起業家の難波遥
はるか

さんが
講師となり、参加者16人がスマートフォンを使用した
動画作成技術を学びました。参加者は、市役所周辺で
撮影した動画を編集し、３時間程度で菊川市のPR動画
を作成。作成後、それぞれの作品を見せ合いながら講
評を行いました。

１

３

２

４

５ ６

７ ８

自 令和６年度菊川市水防訓練
衛隊から水防を学ぶ

１劣化を防ぎながら土のうを作成 ２叩きながら強固に積む

　６月２日、菊川下内田地区河川防災ステーションで
水防訓練が行われました。出水期の水害に備え水防作
業技術の向上や水防体制の強化などを図ることが目的。
５年ぶりにコロナ禍前の通常規模で開催され、水防団
員や自主防災会などおよそ300人が訓練に参加しまし
た。また、今年は西部地区初の試みとして陸上自衛隊
９人が参加。自衛隊が、堤防の決壊を未然に防ぐ「土
のうこしらえ工」「積み土のう工」のより強固な作り方
のポイントを参加者に説明しました。

多 JR臨時快速「20th夢乗せる菊川」号・きくるマルシェ・JR東海さわやかウォーキング
くの人が深緑の菊川を満喫

　6月22日、JR 臨時快速列車「20th 夢
乗せる菊川」号が運行されました。JR
東海が菊川市制20周年と深蒸し菊川茶
ＧＩ登録１周年に合わせて運行したも
の。およそ150人が乗車し、三島駅から
菊川駅までの旅を楽しみました。
　この日は、菊川駅をスタート地点と
した「JR東海さわやかウォーキング」
の開催に合わせ、プラザきくる周辺
で「きくるマルシェ」 も開催されまし
た。参加者は到着した臨時列車を見学
した後、良く晴れたさわやかな菊川を
ウォーキングし、きくるマルシェで買
い物を楽しみました。マルシェでは、
地元の焼き菓子などを販売する12店舗
が出店したほか、赤レンガ倉庫前で潮
海寺祇園お囃

は や し

子のステージが披露され、
会場を盛り上げました。１菊川茶娘が務めた車内アナウンス ２ご当地アイドルがおもてなし ３到着を待ちわび

る来場者 ４みんなで記念撮影 ５さわやかウォーキングスタート地点 ６多くの人でに
ぎわうマルシェの会場 ７買い物を楽しむ ８伝統ある音色を響かせた潮海寺祇園お囃子

２２ １１
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City Topics In Kikugawa
まちの話題をお届けします
市ホームページの「”旬感”まちのニュース」では、このコーナーに掲載できなかったさまざまな話題を紹介しています。
最新のニュースから過去３年分まで、写真とともに閲覧できます。ぜひご覧ください。

　宮城正
まさ

之
ゆき

さん（古谷・
掛川市立北中学校長）
が、瑞宝双光章を受章
されました。およそ37年
間、学校教育に尽力し、
リーダーとして理論面・
実践面で多大な成果を
あげたことが認められま
した。

瑞宝双光章を受章叙勲

受勲
　菊川出身である慶応
大学教授・大阪大学名
誉教授の鈴木秀

ひ で み

美さん
がドイツから同章を受
章。ドイツと日本の法
学の研究、教育分野や
司法の交流への長年に
渡る貢献が高く評価さ
れました。

功労勲章功労十字小綬章

６/28
　菊川茶商組合から市
茶業協会へ「ＧＩ深蒸
し菊川茶」の振興普及
のため、寄附金が贈ら
れました。寄附金は、今
年初開催された「ＧＩ
深蒸し菊川茶品評会」
や製茶技術の向上に活
用される予定です。

菊川茶商組合 寄附金贈呈

　JA遠州夢咲小笠茶業
委員会から、小笠地域
の幼保こども園４園と
小中学校４校へ飲み茶
を贈呈。認定こども園
ひがしこども園では、園
児たちが８キロのお茶
を受け取り、大きな声
でお礼を言いました。

小笠地域の子どもたちへお茶の贈呈６/７

　６月21日、ひがしこど
も園年長児34人が消防署
内や消防車両を見学しま
した。児童は、実際に救
急車の中に入ったり、消
防士の防火衣の早着替え
を見たりと、「消防の仕事」
を見て学んでいました。

表紙のことば

吉 宝くじふるさとワクワク劇場in菊川
本新喜劇のメンバーと夢の共演

　6月29日、文化会館アエルで「宝くじふるさとワクワク劇場in
菊川」が開催されました。第１部では、菊川出身のお笑いコン
ビ「くらげ」をはじめとした、お笑い芸人５組による漫才やコ
ントが披露され、会場からは大きな笑い声が上がりました。
第２部では、オーディションに合格した市民12人が吉本新喜劇の
メンバーと共演しコメディ劇を披露。メンバーから「コケ芸」
や「パチパチパンチ」などを教わり、一生懸命に演じた市民に
会場からはあたたかな笑い声が沸き起こりました。

１共演でコケ芸を披露 ２サインを貰って記念撮影する市民出演者

官 市と民間企業が協定を締結
民が連携して取り組む

▲各社と協定書にサインし、協定成立の記念写真

　６月18日、市は大塚製薬株式会社と包括連携協定を締結しま
した。市民の健康づくりの推進や熱中症対策などを目的とした
もの。今後、市で開催する健康イベントへの協力や職員向けの
健康セミナーを実施する予定です。
　また、６月28日には市と市内に営業所を持つ佐野ホールディ
ングス株式会社と大和ハウス工業株式会社浜松支店との３者
で連携協定を締結しました。佐野ホールディングスの環境に配
慮した新営業所の完成後、内覧会や勉強会など、地域の人が
Ｚ
ゼ

Ｅ
ブ

Ｂ※を身近に感じる機会を提供していただきます。
※Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギー

の収支をゼロにすることを目指した建物のこと

２１
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市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　７月中旬に、国民健康保険の被保険者の皆さん
へ新しい保険証を送付します。８月以降、医療機
関を受診する時は、新しい藤色の保険証をお使い
ください。

11

⇒【旧保険証】
クリーム色

【新保険証】
藤色

８月１日から国民健康保険
の保険証が切り替わります

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　国民健康保険の限度額適用認定証、限度額適
用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
は、８月１日で更新となります。更新の際、令和６
年度（令和５年分）の住民税（市民税・県民税）の
申告をしていない場合は、未申告の扱いとなり、医
療機関にかかった際の医療費の限度額が高くなっ
てしまいます。
　令和６年度の更新を希望する人は、申請前に忘
れずに申告しましょう。なお、申告の際は所得の
わかる書類が必要です。

44

※ 高額療養費を申請する際も、未申告の場合は医療費
 の限度額が高くなってしまいますのでご注意ください。
※ 国民健康保険加入者全員の申告が必要です。

国保限度額適用対象者は
住民税を申告しましょう

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　８月１日から後期高齢者医療被保険者証【保険
証】が緑色に変わります。７月下旬に被保険者の
皆さんに黄色の封筒で郵送しますので、８月１日か
ら使用してください。

22
後期高齢者医療被保険者証
が更新されます

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　対象の皆さんに５月下旬から受診案内（青色の
封筒）を通知しています。健康維持・増進のため、
国保特定健診・後期高齢者健診を受診し、健康状
態をチェックしましょう。
 40歳・50歳・60歳・70歳の人は、国保特定健診の
受診料が無料です。詳細は送付した受診案内を
ご確認ください。

55
国保特定健診・後期高齢者
健診を受診しましょう

▲封筒の見本

▲保険証の見本

コーケンくん ミ～ホちゃん

※ 有効期限の切れた保険証(クリーム色)は、各自で
処分していただくか、市民課または小笠支所小笠
市民課に返却してください。

静岡県国民健康保険のマスコットキャラクター

　地方税法施行令の一部を改正する政令の制定に合わせて、令和６年度以降の国民健康保険税を一部改正
しました。

33
国民健康保険税の改正について

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

税務課市民税係（☎35-0912）問い合わせ

　国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障
がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障
害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場
合があります。
　経済的な理由などで国民年金保険料を納付する
ことが困難な場合は、前年の所得に応じて、保険
料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度」があります。市民課国保年金
係または掛川年金事務所の窓口で手続きをしてくだ
さい。申請書は窓口に備え付けてあります。

66
国民年金保険料免除等の
申請受付を開始しました

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　令和６年12月２日から現行の保険証は発行され
なくなります。その時点でお手元にある保険証は
有効期限までご利用いただけますが、その後はマ
イナンバーカードを保険証として利用していただく
か、資格確認書（保険証利用登録がされたマイナ
ンバーカードを保有していない人には保険者から
発行）で受診していただきます。

77
医療機関受診の際は
マイナンバーカードを！

マイナちゃん

※ 国保税軽減対象は均等割および平等割となります。
※ 世帯主、その世帯の国保被保険者および特定同一世
帯所属者の前年の総所得金額等が、それぞれの計算
額以下の世帯が該当します。

※ 詳細は、7月中旬に発送する
保険証に同封のリーフレット
を確認ください。

 掛川年金事務所国民年金課
 （☎21-5524 自動音声案内２番）

■免除・猶予対象期間
　令和６年７月分～令和７年６月分
※２年１カ月前の月分まで、さかのぼって免除申請できます。

■改正の内容
①国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額
に係る課税限度額を改正前の22万円から24万円に
引き上げ

②低所得者に係る国民健康保険税の軽減の拡充措
置として、５割軽減の対象となる世帯および２割軽
減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定基準を
引き上げ

国民健康保険 と 後期高齢者　　医療保険などについてお知らせします

課税額の区分 改正前 
（令和５年度）

改正後 
（令和６年度） 差額

基礎分 
（医療給付費分） 65万円 65万円 0円

後期高齢者 
支援金分 22万円 24万円 ＋2万円

介護納付金分 17万円 17万円 0円

合　計 104万円 106万円 ＋2万円

軽減割合 改正前（令和５年度） 改正後（令和６年度）

５割軽減
基準額

基礎控除　43万円
＋（29万円×加入者数）

＋｛10万円×（給与・年金 
所得者の数 -1）｝以下

基礎控除　43万円
29.5万円×加入者数

＋｛10万円×（給与・年金 
所得者の数 -1）｝以下

２割軽減
基準額

基礎控除　43万円
＋（53.5万円×加入者数）
＋｛10万円×（給与・年金

所得者の数 -1）｝以下

基礎控除　43万円
54.5万円×加入者数

＋｛10万円×（給与・年金
所得者の数 -1）｝以下
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市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　７月中旬に、国民健康保険の被保険者の皆さん
へ新しい保険証を送付します。８月以降、医療機
関を受診する時は、新しい藤色の保険証をお使い
ください。

11

⇒【旧保険証】
クリーム色

【新保険証】
藤色

８月１日から国民健康保険
の保険証が切り替わります

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　国民健康保険の限度額適用認定証、限度額適
用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
は、８月１日で更新となります。更新の際、令和６
年度（令和５年分）の住民税（市民税・県民税）の
申告をしていない場合は、未申告の扱いとなり、医
療機関にかかった際の医療費の限度額が高くなっ
てしまいます。
　令和６年度の更新を希望する人は、申請前に忘
れずに申告しましょう。なお、申告の際は所得の
わかる書類が必要です。

44

※ 高額療養費を申請する際も、未申告の場合は医療費
 の限度額が高くなってしまいますのでご注意ください。
※ 国民健康保険加入者全員の申告が必要です。

国保限度額適用対象者は
住民税を申告しましょう

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　８月１日から後期高齢者医療被保険者証【保険
証】が緑色に変わります。７月下旬に被保険者の
皆さんに黄色の封筒で郵送しますので、８月１日か
ら使用してください。

22
後期高齢者医療被保険者証
が更新されます

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　対象の皆さんに５月下旬から受診案内（青色の
封筒）を通知しています。健康維持・増進のため、
国保特定健診・後期高齢者健診を受診し、健康状
態をチェックしましょう。
 40歳・50歳・60歳・70歳の人は、国保特定健診の
受診料が無料です。詳細は送付した受診案内を
ご確認ください。

55
国保特定健診・後期高齢者
健診を受診しましょう

▲封筒の見本

▲保険証の見本

コーケンくん ミ～ホちゃん

※ 有効期限の切れた保険証(クリーム色)は、各自で
処分していただくか、市民課または小笠支所小笠
市民課に返却してください。

静岡県国民健康保険のマスコットキャラクター

　地方税法施行令の一部を改正する政令の制定に合わせて、令和６年度以降の国民健康保険税を一部改正
しました。

33
国民健康保険税の改正について

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

税務課市民税係（☎35-0912）問い合わせ

　国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障
がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障
害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場
合があります。
　経済的な理由などで国民年金保険料を納付する
ことが困難な場合は、前年の所得に応じて、保険
料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度」があります。市民課国保年金
係または掛川年金事務所の窓口で手続きをしてくだ
さい。申請書は窓口に備え付けてあります。

66
国民年金保険料免除等の
申請受付を開始しました

市民課国保年金係（☎35-0915）問い合わせ

　令和６年12月２日から現行の保険証は発行され
なくなります。その時点でお手元にある保険証は
有効期限までご利用いただけますが、その後はマ
イナンバーカードを保険証として利用していただく
か、資格確認書（保険証利用登録がされたマイナ
ンバーカードを保有していない人には保険者から
発行）で受診していただきます。

77
医療機関受診の際は
マイナンバーカードを！

マイナちゃん

※ 国保税軽減対象は均等割および平等割となります。
※ 世帯主、その世帯の国保被保険者および特定同一世
帯所属者の前年の総所得金額等が、それぞれの計算
額以下の世帯が該当します。

※ 詳細は、7月中旬に発送する
保険証に同封のリーフレット
を確認ください。

 掛川年金事務所国民年金課
 （☎21-5524 自動音声案内２番）

■免除・猶予対象期間
　令和６年７月分～令和７年６月分
※２年１カ月前の月分まで、さかのぼって免除申請できます。

■改正の内容
①国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額
に係る課税限度額を改正前の22万円から24万円に
引き上げ

②低所得者に係る国民健康保険税の軽減の拡充措
置として、５割軽減の対象となる世帯および２割軽
減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定基準を
引き上げ

国民健康保険 と 後期高齢者　　医療保険などについてお知らせします
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※市の魅力発信に関わる情報提供を随時募集しています。左記連絡先まで情報をお寄せください。

菊川市の魅力あふれる情報はこちらから▼ 静岡朝日テレビのデータ放送(ｄボタン)でも情報提供しています。

HP
ホームページ

Facebook
フェイスブック

Instagram
インスタグラム

X
エックス

LINE
ライン

YouTube
ユーチューブ

市長公室営業戦略係(☎35-0924)

今年度、菊川市は市制施行20周年を迎えます。
このコーナーでは、市制20周年を記念した事業の情報をお知らせします。
事業に参加して、一緒に市制20周年を祝い、盛り上げましょう！

みんなの「夢」を思い描いた作品、募集しています！

こどもたちの絵画展示〜２０年後のわたし〜
　「大人になった自分の姿」や「将来の夢」など「20年後のわたし」について、お子さんが自由に表現した絵画を
募集しています！ぜひお気軽にご応募ください。

　今年の敬老会は、高齢者の皆さんの長寿を市制20周年記念演目と合わせてお祝いします。

問い合わせ

こども政策課こども政策係(プラザけやき内☎37-1171)

長寿介護課高齢者福祉係(プラザけやき内☎37-1254)

2024.07.18→2025.01.17  DAYS LEFT183日

年長児さん全員集合 No.161 元気いっぱい、菊川の年長児さんを紹介します
※写真右上より、年長児さんの笑顔あふれる動画をご覧いただけます。
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８月30日（金）
市内在住、在園の未就学児

画　材：不問（絵の具、クレヨン、色鉛筆など）
サイズ：四つ切画用紙

画用紙に描いた作品の下部に応募

９月15日（日） 午前10時～正午
※受付 午前９時開始
文化会館アエル　大ホール
令和７年４月１日までに下記の年齢に

※ 対象者には招待状を発送しました。同封の出欠表を、
７月31日（水）までに返信用封筒に入れて返信してください。

多年にわたり社会につくしてきた長寿の皆さんをお祝いしよう

市制20周年記念「敬老会」を開催します！

応募期限 10月上旬から、菊川文庫・中央公民館展示予定
応募資格
応募方法

申込方法
申込期間

開催日時

対　象　者

規　　格

式典・余興（市制20周年記念演目、太神楽、落語）内　　容

会　　場

などで巡回展示
注意事項
・応募できる作品はひとり１点までです。
・提出作品は原則、返却しません。

到達する人（年齢：77歳、80歳、88歳、90歳、99歳以上）

応募してくれた人には、
市制20周年記念限定

きくのんシールをプレゼント！
※先着200人限定

問

問

祝

topic

1

topic

2

用紙を貼り付け、こども政策課窓口まで提出。
※ 応募用紙は市ホームページ(右記)でダウンロード
できます。

電話（受付：平日午前８時15分～午後５時
　　　※水曜のみ午後7時まで）

77歳以上の人は、敬老会対象年齢以外の人でも観覧できます。
希望の人は申し込みをお願いします（座席数限定）。

〈対象者以外の観覧について〉

８月１日（木）～16日（金）

※ 送迎バスなどの利用は左記の対象者のみ


